
建設業 目て見゙る石綿作業の安全 
＜新旧対照表＞ 改訂 7 版 令和 7 年 2月 6 日 

【補足事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。 
※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。 
 

（旧版） 改訂6 版（令和5 年 10 月 13 日） No.214230 （新版） 改訂7 版（令和7 年2 月6 日） No.214230 

[用語の統一] 
漏洩 漏えい 

 ボイラ ボイラー 
 
 

1 
 

№214230 

（旧版） 改訂6 版（令和5 年 10 月 13 日） No.214230 （新版） 改訂7 版（令和7 年2 月6 日） No.214230 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

3 ●除去

石綿を

搬出す

るとき

のフロ

ー 

（赤枠を修正） 

 

3 ●除去

石綿を

搬出す

るとき

のフロ

ー 

 

 

6 取外し

作業 

（赤枠を修正） 

 

6 取外し

作業 

 

 



 

2 
 

（旧版） 改訂6 版（令和5 年 10 月 13 日） No.214230 （新版） 改訂7 版（令和7 年2 月6 日） No.214230 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

10 ２．耐

火被覆

材（Ｓ

造の

梁・柱

等） 

（赤枠を修正） 

 

10 ２．耐

火被覆

材（Ｓ

造の

梁・柱

等） 

 

 

16 下から 

1 行目 

（右記の文章を追加） 16 下から 

1 行目 

除じん性能を有する電動工具を使用する。 

21 1 調査結

果等の掲

示（例） 

出典：厚生労働省、環境省「建築物等の解体

等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい

防止対策徹底マニュアル」（令和３年３月） 

（下線部を修正) 

21 1 調査結

果等の掲

示（例） 

出典：厚生労働省、環境省「建築物等の解体

等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい

防止対策徹底マニュアル 令和３年３月」（令

和６年２月改正） 

28 下から 

3 行目 

３ ボルトをガス溶断する（屋根上・屋根裏）。 

 

（右記下線部を追加) 

28 下から 

3 行目 

３ 火気養生をして、ボルトをガス溶断する

（屋根上・屋根裏）。 

33 下から 

1 行目 

（令和４年５月現在） 

（下線部を修正） 

33 下から 

1 行目 

（令和６年10月現在） 

 

34 上から 

3 行目 

大防法及び石綿則において、建築物について

は調査者等に書面調査及び現地での目視調査

を行わせることが義務化 

（右記下線部を追加) 

34 上から 

3 行目 

大防法及び石綿則において、建築物等につい

ては調査者等に書面調査及び現地での目視調

査を行わせることが義務化 

34 上から 

9 行目 

（右記の文章を追加） 

 

34 上から 

9 行目 

□ 工作物石綿事前調査者（令和８年１月１

日施行） 

34 ＜参考＞

調査に必

要な工

具・材料

等 

右段 

下から 

1 行目 

F 墜落制止用器具 

（右記下線部を追加) 

34 ＜参考＞

調査に必

要な工

具・材料

等 

右段 

下から 

1 行目 

F 墜落制止用器具（安全帯） 

37 表 （右記を追加） 37 表 
 

 


